
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市南部農業振興センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当：南・山﨑）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話：０７５－５８５－３２０２
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産業廃棄物収集運搬及び処分業務

1 契約期間 契約の日から令和８年３月３１日

2 総則

・本業務は京都市契約事務規則、関係法令等を順守するとともに、本仕様書に基づき、安
全に遂行すること。
・落札業者は、本委託契約書を交わす際、受託者として仕様書の最終頁にある「産業廃棄
物収集運搬受託者記入欄」及び「産業廃棄物処分受託者記入欄」の項目について必ず記
入し、受託者の許可証を添付すること。また、受託者の委託業務に積替保管を含む場合
は、積み替え保管の項目（所在地、種類、保管上限等）を必ず記載すること。
・受託者と南部農業振興センター（以下「発注者」という。）は関係法令に基づく委託契約書
を締結する。

3 業務内容

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）及び労働基準法、
労働安全衛生法等の関係法令に従い、発注者が指定する産業廃棄物の収集・運搬及び処
分を行うものである。
なお、収集運搬車両までの運搬及び積み込み作業を含むものとする。

4 廃棄物の内容及び数量

（１）廃棄物の内容（廃プラスチック、金属類などの混合廃棄物／別紙写真参照）
　①　プリンター　ＯＫＩ　Ｃ８１１ｄｎ　１台※（寸法　４５㎝×5６㎝×360㎝　約３２㎏）
　②　事務椅子１　１脚　（寸法６０㎝×６０㎝×８３㎝　約９．３㎏）
　③　事務椅子２　１脚　（寸法５４㎝×５４㎝×８１㎝　約８．６㎏）
　④　雑品（ＡＣタップ×２、メジャー×１、オイル缶（使い切り済）×１、ホッチキス×１、水平
器×１、缶箱蓋×１　排出時寸法　　２３㎝×２２㎝×３１㎝　約２．３㎏）
　⑤　のこぎり鎌　２１本　排出時寸法　　２３㎝×２２㎝×３５㎝　約２．２㎏）
※　プリンタートナー、イメージドラムは取り外して別途処分済。

5 作業日
契約日から令和８年３月３１日までの期間のうち、発注者が指定する平日の午前９時から
午後４時の間（正午から午後を除く）

6 収集場所
京都市南部農業振興センター
京都市伏見区鷹匠町３９番地の２（伏見区役所総合庁舎３階）

7 事業範囲等
受注者は、業務の着手に先立ち受託者の事業範囲を証するものとして、許可証の写しを発
注者に提出し、確認を受けること。なお、許可事業に変更があった時は、受託者はすみや
かにその旨を監督職員に通知するとともに、変更後の許可証の写しを提出すること。

8
産業廃棄物管理票(マニフェス
ト）の提出

産業廃棄物管理票（マニフェスト）は受託者が用意することとし、必要事項を記入うえ、下記
のとおり発注者へ提出すること。
（１）　廃棄物引渡時…Ａ票
（２）　業務終了後１０日以内…Ｂ２票
（３）　処分終了後１０日以内…Ｄ票、Ｅ票
＜マニフェスト提出先＞
〒612-8511　京都市伏見区鷹匠町39番地の2（伏見区役所総合庁舎３階)
　　　　　　　　 京都市南部農業振興センター

9 請求 支払については、契約期間終了後、本市の指定する方法により行う。

10 その他
（１）業務実施中に発生した事故・負傷について、本市は一切の責任を負わない。
（２）本仕様書に記載のない事項及び記載内容に疑義が生じた場合は、双方誠意をもって
協議のうえ決定する。
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①　プリンター１ 　　　　　②　事務椅子１ 　　　　　　　　　　　③　事務椅子２

　④　雑品(内容） 　　
　　
 

          →

　④　雑品(排出時）

⑤　のこぎり鎌(内容）

↓
⑤　のこぎり鎌(排出時）
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